
日進市自治基本条例 施行10周年！ 市民自治活動編
市民自治活動とは？

自治基本条例を身近なものとして感じていただくために

はじめに

　皆さんは、「日進市自治基本条例」を知っていますか？市民の皆さんが「住みやすい」、「いつまで
も住み続けたい」と思えるまちづくりを… そんな思いを実現するために本市では、平成19年10月
にまちづくりの基本ルールを定めた「日進市自治基本条例」を施行しました。

　自治基本条例は、前文と本文で構成されています。前文では、市民と市議会議員、市の執行機関が、愛着と誇りを
持って暮らせる日進市を守り育てていくという条例の目指すべき姿が述べられています。本文では、市民の権利、市
民、市議会、市長の役割と責務、市民参加と協働、市政運営に関する仕組み、常設型住民投票について規定しています。

第16条　市民は、それぞれの地域において、住民自治組織等によるコミュニティ活動
を通じ、市民自治活動の推進に努めます。
2　市民は、NPO等によるコミュニティ活動やボランティア活動を通じ、それぞれの
役割のもとで、自らできることを考え、行動し、市民自治活動の推進に努めます。
3　市民は、コミュニティが市民主体の自治の重要な担い手となることを認識し、これ
を守り育てるよう努めます。
4　市の執行機関は、市民自治活動の自主性及び自立性を尊重し、その活動を支援す
るものとします。
5　前項に規定する市民自治活動の支援に関して必要な事項は、別に条例で定める
ものとします。

市の意思形成それぞれの過程において、
市民が自主的に関わることをいいます。

市民参加
市民が、住みよいまちづくりを目指し、自主
的に行う多様な公益的活動をいいます。

市民自治活動

○自治基本条例の理念が普段の生活にも関係している、
「自分ごと」なんだと感じていただけるよう、自治基本
条例の大切なテーマである「市民参加」と「市民自治活
動」について、普段の生活でもあるような身近な出来
事を交えたストーリーの４コママンガを作成しました。

　※広報にっしん２０１７年１０月号から２０１８年３月号までの全６回にわたり掲載

○マンガのストーリーづくりにあたっては、市民活動
団体「場リスタＮｅｘｔ」、名城大学都市情報学部昇秀樹
教授及びそのゼミ生の皆さんにご協力いただきまし
た。

○マンガの作画は、市内在住のデザイナー鈴木優子さん
（くすちゃん）です。

市民が、住みやすいまちづくりをめざし、
自主的に行う多様な公益的活動のこと

し みん じ ち かつ どう へん

日進市自治基本条例（市民自治活動）
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自治基本条例の概要

　平成12年4月の地方分権一括法の施行により、地方分権が進
み自治体は自己決定、自己責任が問われるようになり、住民が自
主的に地域の課題や行政に関わりを持つようになってきました。
　このような背景の中、日進市でも自分たちのまちを自分たち
で育んでいくためのルール（自治基本条例）を定め、「市民主体
の自治」の実現を目指すことになりました。
　自治基本条例の制定にあたっては、座・まちづくり塾「日進一歩」
や、市民インタビュー、９０回以上の検討会を通じて、延べ1,000
人以上の市民の皆さんによる議論を重ねてきました。

自治基本条例ができるまで

　自治基本条例の大切なテーマは、「市民
参加」と「市民自治活動」の推進。「市民主
体の自治」を実現するために、この２つの
テーマに取り組んでいくことが重要です。

自治基本条例の大切なテーマ
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普段何気なく行っていることも実は
公益的な活動だったりします。一歩
進んで、ＮＰＯ活動やボランティア
活動を通した市民自治活動に取り
組んでみませんか。
（自治基本条例第16条第2項より）

ジチデレラ（2017年10月号掲載）

　私はもともと日進在住の女性を「ニッシンデ
レラ」と呼んでいました。そこからインスピ
レーションを得て「ジチデレラ」というタイトル
を思い付いたのですが、そこから原画が仕上
がるまではとても早かったです。
　私の制作チームは女性3人、華やかな題名
とイメージに意気投合。4コマのイメージを劇
にして演じたところ大HIT。「普段何気なくし
ていることが周りの役に立っている」というこ
とに気づき、自信をもって生活する人が増え
ればうれしい限りです！

解説

ストーリー発案者からのコメント

場リスタNext
財部真希子さん（写真左）

ジチ会（2017年11月号掲載）

　ストーリーづくりをするにあたり、市役所の
担当者さんから転入者に向けたテーマの例と
して「自治会」が示されました。「自治会」を
テーマにと言われたとたんに、このマンガの
オチ「ジジ会」と「自治会」を思い付きました。
　地域の子どもから高齢者までが、自治会で
いきいきと活動する雰囲気が伝わるように
ストーリーをみんなで考えました。まず自治会
というものがあることを知ってもらい、加入へ
のきっかけになれば嬉しいです。

解説

ストーリー発案者からのコメント

場リスタNext
幸村さん

区や自治会等の「地縁型」のコミュ
ニティによる活動は、身近な市民自
治活動の一つです。その担い手に
なるのに年齢は関係ありません。
誰もが主体的に関わることで、地域
のことも自分ごとになります。
（自治基本条例第16条第1項より）
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「いいね」っていいね（2017年12月号掲載）

　私は、Facebookを活用しており、イベント
に参加できなくても楽しそうなイベントがあっ
たりすると、いいねをしたりイベントをシェアし
たりしています。忙しい会社員や子育て中の
方などに実際にイベントに参加できなくても
応援することでの「市民自治活動」が増えたら
と思います。
　マンガをきっかけに、日進市のホームペー
ジやFacebookページを見たり、自分の住ん
でいるところに興味関心を持っていただけた
ら嬉しいです。

解説

ストーリー発案者からのコメント

場リスタNext
やまにん

直接市民自治活動に参加すること
も、様々な形で活動を「応援」するこ
とも、市民自治活動を支えるのに必
要なことです。
（自治基本条例第16条第3項より）

市民参加編
市民参加とは？

第15条　市民は、市政に関わる政策等の立案、実施、評価のそれぞれの過程において、自主
的に参加することができます。
2　子どもは、それぞれの年齢にふさわしいかたちで市政に参加することができ、能力に応
じた役割を果たすことができます。
3　市民は、子どもが能力に応じた役割を果たすことができるよう、適切な支援に努めます。
4　市議会及び市の執行機関は、市民が市政に参加する場や機会を多く提供し、誰もが参
加しやすい多様な工夫と環境づくりを行わなければなりません。
5　前各項に規定する市民参加に関して必要な事項は、別に条例で定めるものとします。

市政に関わる政策等の立案、実施及び評価のそれぞれの過程において、
市民の意見を幅広く反映させるために、市民が自主的に関わること

し みん さん か へん

日進市自治基本条例（市民参加）
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